
「第２次三重県動物愛護管理推進計画」と「動物愛護管理をめぐる主な課題（論点整理）」の対比

第２次推進計画の基本理念・目標・取組項目 動物愛護管理をめぐる主な課題（論点整理） ページ

基本理念 Ⅳ-１ 社会規範となる動物の愛護と管理の考え方の形成 ９８～１００

Ⅳ-２ 動物愛護とアニマルウェルフェア １０１～１０４

Ⅴ-１ 人と動物の共生する社会の具体像の提示 １１８～１２０

計画目標「犬・猫の殺処分数」 Ⅰ-１-（１） 所有者からの引取りの課題 １０～１３

Ⅰ-１-（２） 所有者不明の犬猫の引取りの課題 １４～２１

Ⅰ-２-（１） 殺処分ゼロ目標の考え方の整理 ２２～２６

（１）動物愛護管理の普及啓発 Ⅳ-１ 社会規範となる動物の愛護と管理の考え方の形成 ９８～１００

（２）適正飼養の推進 Ⅰ-１-（１） 所有者からの引取りの課題 １０～１３

Ⅰ-１-（２） 所有者不明の犬猫の引取りの課題 １４～２１

Ⅰ-２-（２） できる限り苦痛を与えない殺処分の方法 ２７～３０

Ⅰ-２-（３） 譲渡の促進の課題 ３１～３９

Ⅱ-１ 適正飼養と不適正飼養 ４７～５１

Ⅱ-２ 虐待・遺棄等の対応強化 ５２～５４

Ⅱ-３ 多頭飼育問題 ５５～５７

Ⅱ-４ 飼育禁止命令・動物の没収等 ５８

Ⅱ-５-（２） 特定動物の飼養のあり方 ５９～６２

Ⅱ-６ 猟犬種等の管理のあり方 ６３～６４

（３）動物による危害や迷惑問題の防止 Ⅰ-１-（２） 所有者不明の犬猫の引取りの課題 １４～２１

Ⅱ-３ 多頭飼育問題 ５５～５７

（４）所有者明示の推進

（５）地域社会における動物愛護管理の推進と
人材育成

Ⅰ-３-（２） 行政とボランティア・民間団体等の連携と役割分担 ４４～４６

（６）動物取扱業の適正化 Ⅲ-１ 適正な飼養管理の基準のあり方 ６５～７０

Ⅲ-２ 移動販売、インターネット販売 ７１～７９

Ⅲ-３ 犬猫繁殖業のあり方 ８０～８３

Ⅲ-４ 動物取扱責任者 ８４～９０

Ⅲ-５ 第一種動物取扱業と第二種動物取扱業 ９１～９４

Ⅲ-６ 動物取扱業者や業界団体の主体的な取組の促進 ９５～９７

Ⅳ-３-（１） 動物園等における動物展示の考え方 １０５～１１０

Ⅳ-３-（２） 動物の「ふれあい」利用についての考え方 １０７～１１０

（７）実験動物、産業動物等の適正な取扱いの
推進

Ⅰ-２-（２） できる限り苦痛を与えない殺処分の方法 ２７～３０

Ⅳ-４-（１） 実験動物 １１１～１１４

Ⅳ-４-（２） 産業動物 １１５～１１７

（８）災害時対策

その他 Ⅰ-３-（１） 国と自治体の役割分担 ４０～４３

Ⅱ-５-（１） 特定動物の指定のあり方 ５９～６２

Ⅴ-２ 今後の動物愛護管理施策を進めていくための留意事項 １２１～１２２
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